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「固定資産の減損に係る会計基準」の早期適用及び 

自動車事業部門の営業譲渡に伴う損失の計上に関するお知らせ 

 

 
 当社は、平成１７年３月期中間決算において、下記のとおり「固定資産の減損に係る会計基準」の早期

適用に伴う減損損失並びに自動車事業部門の営業譲渡に伴う損失を計上いたしますのでお知らせします。 

 

記 
 

１．「固定資産の減損に係る会計基準」の早期適用 

         当社は「固定資産の減損に係る会計基準」を平成１７年３月期より早期適用することとし、同会計

基準に従い固定資産の見直しを行った結果、平成１７年３月期個別中間決算において、２９億円の減

損損失を計上いたします。また、連結中間決算では約２８０億円の減損損失を計上する見込みです。

なお、関係会社での同会計基準適用に伴い、個別中間決算において関係会社株式評価損及び引当金繰

入が発生することとなり、その損失額は１５２億円であります。 

 

２．自動車事業部門の営業譲渡に伴う損失 

          当社は、平成１６年１０月１日に自動車事業を当社の連結子会社である名鉄バス株式会社及び岐阜

乗合自動車株式会社へ営業譲渡いたしております。これに伴う転籍等により発生する自動車事業部門

従業員に係る退職金関連費用３８億円、並びに、自動車事業固定資産等譲渡による損失２３億円を平

成１７年３月期中間決算（個別・連結）において特別損失に計上いたします。 

 

３．業績への影響 

          上記につきましては、平成１６年５月２４日発表の平成１７年３月期中間期及び通期の個別業績予

想に織り込み済みであり、これによる業績予想の修正はありません。なお、連結業績予想につきまし

ては現在集計中であります。 

 

以   上 
 


